
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の

一部を改正する等の法律の概要

平成12年6月

厚　生　省

Ⅰ　趣　旨

○　本改革は、昭和26年の社会福祉事業法制定以来

大きな改正の行われていない社会福祉事業、社会

福祉法人、措置制度など社会福祉の共通基盤制度

について、今後増大・多様化が見込まれる国民の

福祉への要求に対応するため、見直しを行うもの

である。

○　この見直しは、平成12年4月から施行されてい

る介護保険制度の円滑な実施や成年後見制度の補

完、地方分権の推進、社会福祉法人による不祥事

の防止などに資するものである。

Ⅱ　制度改正の概要

1　改正等の対象となる法律（8本）

・社会福祉事業法（「社会福祉法」に題名改正。）

●身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童

福祉法、民生委員法、社会福祉施設職員等退

職手当共済法、生活保護法の一部改正。

●公益質屋法の廃止。

2　改正の内容

（1）利用者の立場に立った社会福祉制度の構築

①福祉サービスの利用制度化

＿【別紙1〕

【身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、

児童福祉法】

※1　公費助成については、現行の水準を維持

※2　要保護児童に関する制度などについては、

措置制度を存続

②利用者保護のための制度の創設

【社会福祉法】

ア）地域福祉権利擁護制度

（福祉サービス利用援助事業）　」阜り鱒2｝

○痴呆性高齢者など自己決定能力の低下した者の

福祉サービス利用を支援するため、民法の成年

後見制度を補完する仕組みとして制度化

○都道府県社会福祉協議会等において実施

イ）苦情解決の仕組みの導入　　　　灘〕∴日

○福祉サービスに対する利用者の苦情や意見を幅

広く汲み上げ、サービスの改善を図る観点から、

・社会福祉事業経営者の苦情解決の責務を明確化

●第三者が加わった施設内における苦情解決の仕

組みの整備

●上記方法での解決が困難な事例に備え、都道府

県社会福祉協議会に、苦情解決のための委員会

（運営適正化委員会）を設置

※　運営適正化委員会は、地域福祉権利擁護



制度の運営にも関与

ウ）利用契約についての説明・書面交付義務付け

（2）サービスの質の向上

①事業者によるサービスの賞の自己評価などに

よる質の向上　　　　　　　【社会福祉法】

【運用事項】

●福祉専門職について、保健医療との連携、介

護保険への対応、全体の資質向上などの観点

から教育課程の見直し

●サービスの質を評価する第三者機関の育成

②事業運営の透明性の確保、サービス利用者の

選択に費するため、

●事業者によるサービス内容に関する情報の提供

●財務諸表及び事業報告書の開示を社会福祉法人

に対して義務付け

●国、地方公共団体による情報提供体制の整備

【社会福祉法】

（3）社会福祉事業の充実．活性化

①社会福祉事業の範囲の拡充　【社会福祉法】

○社会福祉に対する需要の多様化に対応し、権

利擁護のための相談援助事業、手話通訳事業、

知的障害者デイサービス事業等9事業を追加

〔別紙4〕

②社会福祉法人の設立要件の緩和

○地域におけるきめ細かな福祉活動を推進する

ため、

●障害者の通所授産施設の規模要件の引き下げ

（20人以上→10人以上）　　【社会福祉法】

【運用事項】

●小規模通所授産施設又はホームヘルプ事業

を行う社会福祉法人の設立のための資産

要件（1億円）を大幅引き下げ（1千万

円を軸に検討中）。

③社会福祉法人の運営の弾力化

【運用事項】

●施設ごとの会計区分を弾力化し、法人単位の

経営を確立すること。

●利用制度化した事業については、利用料収入

を施設整備費の償還に充てることを認めるこ

と。

●行政監査の重点化・効率化を図ること。

（4）地域福祉の推進

①市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支

援計画　　　　　　　　　　【社会福祉法】

②知的障害者福祉等に関する事務の市町村への

委譲　　【知的障害者福祉法、児童福祉法】

③社会福祉協議会、共同募金、民生委員・児童

委員の活性化

【社会福祉法、民生委員法、児童福祉法】

○市町村社会福祉協議会を地域福祉の推進役と

して明確に位置づけるとともに、二以上の市

町村を区域として設立することができること。

都道府県社会福祉協議会の役割として社会福

祉事業従事者の養成研修、社会福祉事業の経

営指導を行うことを明確にすること。

○県内配分を原則とする共同募金について、大

規模災害に対応した広域配分を可能にすると

ともに、配分の透明性確保のための配分委員

会設置の義務付けや、「過半数配分の原則」の

撤廃を行うこと。

○住民の立場に立った活動を行う民生委員・児

童委員の職務内容を明確にすること。

（5）その他の改正

社会福祉施設職員等退職手当共済法の見直し、公

益質屋法の廃止等

3　成立日

平成12年5月29日

4　公布日及び施行日

平成12年6月7日公布、施行。ただし、

●身体障害者生活訓練等事業、盲導犬訓練施設

の社会福祉事業への追加、助産施設及び母

子生活支援施設の入所方式の見直し、社会

福祉施設職員等退職手当共済法の見直しに

ついては、平成13年4月1日　施行

●措置制度の利用制度への変更、地域福祉計画

の策定、知的障害者福祉等に関する事務の

市町村への委譲に関する規定については、

平成15年4月1日施行



〔別紙1〕

障害者福祉サービスの利用制度化

【支援費支給制度の概要】

（身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、

児童福祉法（障害児関係））

1・基本的な仕組み

（1）障害者福祉サービスの利用について支援費支

給を希望する者は、都道府県知事の指定した

指定事業者・施設に直接に利用の申込みを行

うとともに、市町村に支給の申請を行う。

（2）市町村は、支給を行うことが適切であると認

めるときは、支給決定を行う。

（3）本人が決定の範囲内で障害者福祉サービスを

利用したときは、利用料の全体額から、本人

及び扶養義務者の負担能力に応じて定めた利

用者負担額を控除した額を支給する。（ただし、

当該助成を指定事業者．施設が代理受領する

方式をとる。）

（4）本人及び扶養義務者は、指定事業者・施設に

対し、障害者福祉サービスの利用に要する費

用のうち自己負担分を支払う。

（5）やむを得ない事由により上記の方式の適用が

困難な場合には、市町村が措置によりサービ

スの提供や施設へ入所を決定。
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〔別紙2〕
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②調査等

③契約締結

地域福祉権利擁護事業の実施方法の例
（社会福祉協議会が実施する場合）

基幹的な市区町村社協 　 都道府県社協
（地域福祉権利擁護センター）

契約締結審査会

（契約締結能力審査等）

l
－＿＿＿＿＿　 調　 査

．
．

l

－　 確 認 通知

．
支援計画作成援助

定期的な業務内容の監督

派遣を指示　報告等

《福祉サービスの利用援助》

●情報提供、助言

・手続きの援助

（申込み手続き同行・代行、契約締結）

・苦情解決制度の利用援助

（日常的金銭管理）

●福祉サービス利用料の支払等

●通帳、権利証等の預かり

本事業に関する苦情の申立て

運
営
適
正
化
委
員
会
　
（
第
三
者
的
機
関
）

調査・解決
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〔別紙3〕

福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの概要図



〔別紙4〕

新たに社会福祉事業として法定される事業（9事業）

事　 業　 名 事　 業　 の　 内　 容 現　　　　 状

福祉サー ビス利用 痴呆高齢者 、知的障害者 、精神障害者等に対 し、 47都道府県社会福祉協議会

援助事業　　 （注1）福祉サー ビス利用の相談 ．助言、手続 き等の支

援 を行 う事業

（平成 11年 10月 よ り実施）

身体障害者 ・それぞれ身体 障害者 、知的障害者、障害児に対 全国で200カ所

相談支援事業 （注2 ）　・ー．－■・．ニー．・・．－・－・．．ー し、福祉に関す る相談 ．指導 、関係機関 との連

絡調整等の支援 を行 う事業

（平成 12年度予算案）

・ー．－・■．ー．．・．・・・．・・・．・ニー．－．．－．．・－．．ニー．・－．ニー．．．ー・一ー．
知的障害者 全国で420カ所

相談支援事業 （注3 ）

・．ニー．ー．－・ニー．．．・ー・．．－・－．
障害児

相談支援 事業 （注3 ）

（平成 12年度予算案）

身体障害者 点字や手話 の訓練等 、身体障害者が 日常生活 ● 「障害者の明るい くらし促進事業」

生活訓練等事業 社会生活を営むた めに必要 な訓練等 の援助を行 （都道府 県事業）及び 「市町村障害

（平成13年 4 月施行） う事業 者 社 会 参加 促 進 事 業 」 （市 町 村 事

業）のメニュー として全国で実施。
手話通訳事業 聴覚 、言語 、音声機能障害者 に対 し、手話通訳

の便宜の供与を行 う事業

盲導犬訓練施設 盲導犬の訓練 を行 うとともに、視覚障害者 に対 全国 で 8 カ所

（平成13年 4 月施行） し、盲導犬の利用 に必要な訓練を行 う施設 約850頭の盲導犬が稼動

知的障害者 知的障害者又 は介護者に対 し、手芸や工作等の 全国で120カ所

デイサー ビス事業 創造的活動 、社会適応 訓練 、介護方法の指導等

を行 う事業

（平成 12年度予算案）

知的障害者 知的障害者デイサー ビス事業 に係 る便宜の供与

デイサー ビスセ ンター を 目的 とす る施設

（注1）現在、「地域福祉権利擁護事業」として実施。

（注2）現在、「市町村障害者生活支援事業」として実施。

（注3）現在、．知的障害者と障害児とを併せ、「障害児（者）地域療育等支援事業」として実施。
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